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交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会 

豊かな未来社会に向けた自動車行政の新たな展開に関する小委員会（第６回） 

平成２７年６月２５日 

 

 

【広瀬企画室総括】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから第６回豊かな未

来社会に向けた自動車行政の新たな展開に関する小委員会を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、お集まりいただき、まことにありがとう

ございます。冒頭の進行を務めさせていただきます、自動車局企画室の広瀬でございます。 

 本日は、本小委員会の最終回といたしまして、最終報告書（案）についてご議論をいた

だくことを予定しております。 

 本日出席の委員のご紹介は、名簿の配付にてかえさせていただきたいと思います。 

 それでは、早速ではございますが、これから議事に入りますので、以降のカメラ撮影に

つきましてはご遠慮いただきますようお願いいたします。 

 それでは、これ以降の議事進行を山内委員長にお願いしたいと存じます。山内委員長、

よろしくお願いいたします。 

【山内委員長】  承知いたしました。 

 それでは、議事次第に従いまして進めさせていただきます。 

 早速でございますけれども、本日の小委員会、議事としまして、最終報告（案）につい

てでございます。この最終報告（案）について、まず事務局からご説明いただいて、その

後で議論ということにさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

【黒須企画室長】  それでは、最終報告書（案）につきまして、お手元の資料をもとに

ご説明を差し上げたいと思います。 

 その前に、幾つか資料がございまして、少しご確認をさせていただければと思います。 

 一番表に座席表、それから今日の議事次第がございますが、その後ろに委員名簿、出席

者名簿がございます。その後ろに最終報告書（案）と題したものをつけてございます。こ

れをメーンでご説明を差し上げたいと思いますけれども、その後ろに横長のカラー刷りで、

配慮すべきことに関連する施策集という資料と、各地域における取組事例集という資料が

ございます。これは本文の中でも時折参照いたしますので、お手元にご覧いただけるよう

に置いていただけると便宜がよいかと思います。 
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 それでは、最終報告書（案）についてご説明を差し上げたいと思います。 

 表紙をおめくりいただきまして、目次でございます。今回の最終報告書（案）でござい

ますけれども、目次のほうで少し構成についてご説明申し上げたいと存じます。 

 「はじめに」というところで、今回の小委員会の経緯、１．「豊かな未来社会」と自動車

で、今回、この最終報告書の議論のターゲットを絞っていくという書き方をしております。

１つ目が「豊かな未来社会」として目指すべき方向、２つ目が本委員会での議論の範囲、

これで議論の対象物を決める形にしております。 

 具体的な方策等について、報告書に記載する前の前提となる事項、配慮しなければなら

ないこととして２番目にまとめてございます。１つ目が前提となること、これはどんな時

代であっても前提となるようなこと、２つ目が今後の傾向として配慮すべきこと、現代の

社会で抱えている問題を含めて配慮すべきことを書いてございます。その後に課題解決へ

の考え方。 

 ３番目が本報告書の一番大きなパートでございまして、「豊かな未来社会」に向けた今後

のあり方でございます。大きく３つに分かれてございまして、１つ目が目指すべき基本的

方向性、２つ目が人口減少が与える影響、３番目が具体的な方策、分量的には、この具体

的な方策が一番多くなっているところでございます。 

 ４番目といたしまして「まとめ」としております。 

 それでは、本文の中身についてご説明を差し上げたいと思います。 

 今、目次でご説明したとおりの構成となってございますが、１ページ目の一番上「はじ

めに」のところで、この小委員会での経緯をまとめてございます。 

 まず、本年２月、「中間整理」として、一旦、２つのパートについてまとめたところでご

ざいます。一部については実施の途に就いておるところでございます。ですので、今回の

最終報告書では、第３回「中間整理」でまとめた以降の議論を主にまとめているところで

ございます。 

 小委員会は「中間整理」までを含めて６回にわたり会合を重ねてまいりました。３つの

ワーキンググループを立てて議論を深めてきたところでございます。 

 本報告書の構成は、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、具体的な方策の中

身につきましては、例えば交通政策基本計画ですとか、観光庁で定めております観光立国

実現に向けたアクションプログラム等、既存の計画に具体策が定められているものについ

てはそちらに譲っておりますので、今回の最終報告書では具体策はないというものもござ
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います。 

 こういう経緯、構成のもとで、「１．」以下で中身に入ってまいります。 

 まず、一番最初が「豊かな未来社会」と自動車ということでございますが、「豊かな未来

社会」、これは第４回の小委員会でご議論いただいたところでございますけれども、そのと

きも、１つの価値観に統合、収斂させることは困難であろうというご意見が多くございま

したので、今回は、地域や世代、あるいは個人が持つ多様性を活かしていくことが豊かさ

を実現することであるといったことを基本的な考え方といたします。その個々の活動が、

それぞれに交流・つながりを持つことで豊かになっていくといった社会をイメージしてご

ざいます。 

 続きまして、（２）本委員会での議論の範囲でございますけれども、自動車に関連する分

野と申しましても、広がりが大きゅうございますので、対象範囲を３つに分けて設定して

議論をするということにしました。 

 １つ目が、ネットワーク等「サービス」に関する事項、２つ目が自動車に関連する産業、

３つ目が乗り物としての自動車本体に関する事項、こういった３つに大きく分けました。

もちろんそれぞれ分けましたけれども、相互に関連しているので、課題が共通する部分も

あるというものでございます。 

 こうした対象物を定めた上で、具体的な方策を考えるに当たり、配慮しなければならな

いことというので、次の２がございます。 

 （１）として、前提となること。これはどんな時代においても、どんな状況においても

前提となるだろうということを３つほど挙げてございます。１つ目が安全の確保、当然、

人、財物を運ぶ手段として、自動車本体の安全を確保していく必要があるだろうと。また、

自動車を利用した事業を行っている人たちも安全を確保していただく、こういったことと

して安全の確保が重要であるということを１つ目にうたってございます。 

 ２つ目が、地球環境への影響でございます。深刻度を増している地球環境問題への自動

車による影響を減少、緩和させていくことが大事であるといったことを書いてございます。 

 ３つ目が、まちづくりとの連携でございます。様々な都市機能の立地や密度等は、公共

交通ネットワークに非常に大きな影響を与え合っているという点から、まちづくりとの連

携が前提となるということをうたっております。 

 それぞれにつきまして、参考資料の１という横長のカラーのものに、施策１から５とい

う形で並べておりますけれども、表紙をおめくりいただきまして、プラン２００９目標達
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成に向けた途中経過の状況というスライドに始まって、最初の１ページ目、２ページ目、

３ページ目が事業用自動車の安全の確保、それから、２つ目が安全技術の推進ということ

で、車両の安全の確保が４ページ目、５ページ目、６ページ目、７ページ目、それから、

８ページ目の自動車アセスメントの概要。続きまして、施策３といたしまして、自動車損

害賠償保障制度につきまして、概要を９ページ目に記載してございます。施策４として、

環境につきまして、環境対応車の開発・普及促進というのが１０ページ目、環境に配慮し

た利活用の推進ということで１１ページ目、それから、施策５といたしまして、まちづく

りとの連携ということで、１２ページ目、１３ページ目に、それぞれ都市再生特別措置法、

それから改正地域公共交通活性化再生法の概要、こういったものを関連する施策集として

まとめてございます。 

 これが前提となること及びそれに関連する施策、こういうふうに前提を置かせていただ

きました。 

 （２）は今後の傾向として配慮すべきことで、現在の社会、それから今後の社会を考え

て配慮すべきこととして、１つ目が人口減少、２つ目が国際的な競争力の強化、この２つ

を挙げてございます。これに配慮して施策を考えていこうということでございます。 

 （３）課題解決への考え方として、既に示されているものの中で何か参考となるものは

ないかということで提示させていただいております。大きく分けて計画としては２つござ

います。１つ目が「国土のグランドデザイン２０５０」、２つ目は「交通政策基本計画」で

ございます。国土のグランドデザインでは、先ほどの多様性、それから多様性の中の交流、

連携を挙げまして、「コンパクト＋ネットワーク」、こういったことで国土のグランドデザ

インには考え方が示されてございます。 

 それから、「交通政策基本計画」の中では、先ほど、産業というものを対象物とするとあ

りましたけれども、経営基盤の強化策ということが挙げられてございます。 

 また、同じく、国土のグランドデザイン２０５０においては、「国際志向」というものも

一つの価値観であるということがうたわれてございます。こういったものも今回の小委員

会の最終報告書を考えるに当たり、重ね合わせて考えることとしたいというふうになって

おります。 

 ３番目に移りますけれども、「豊かな未来社会」に向けた今後のあり方、ここが一番大き

なパートでございます。 

 まず、（１）目指すべき基本的方向性ということで、先ほど分けた３つの区分に従って、
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基本的方向性を書いてございます。 

 まず、１つ目が「サービス」でございますけれども、この「サービス」の対象としては、

旅客ネットワーク、物流ネットワーク、また、安全の確保、環境の保全を担うサービスの

維持・形成というものを目指すべきですが、これは利用者・消費者の需要を的確に捉える

べきである。こういった形でのサービスの維持・形成を目指すべきである。これを「真に

必要なサービス」という言葉でくくらせていただいてございます。 

 ２番目、自動車関連産業でございます。自動車関連産業は大きく２つに大別させていた

だきました。１つ目が、バス、タクシー、トラック及び自動車整備・販売業という、いわ

ゆる第３次産業としてまとめられる産業でございます。これは公共性のある事業を営んで

おり、また、労働集約型産業である。こういった産業が目指すべき基本的方向性といたし

ましては、「真に必要なサービス」を現在から将来にわたって提供し、「地域社会そのもの」

の持続性を高める、あるいは地域での生活や経済活動の利便性の確保を図る、また、働い

ている方の労働環境の改善や、誇りの推進、こういうことを目指すべきであるとしてござ

います。 

 ２つ目の産業といたしまして、第２次産業である自動車製造業がございます。自動車製

造業は日本の基幹産業でございまして、技術、それから企業としての立ち居振る舞いとい

うのが国際的に大きな影響を与えます。これも自律的に国際競争力を維持することを目的

としながら、社会からの要請に的確に答えて製品を提供していくべき、また、様々な技術

の進展にも応じて製品を提供していくべきであるといったことがございます。また、サー

ビス産業、第３次産業のほうでもございますとおり、従業員のやりがいですとか、労働環

境の改善というのは当然目指すべきであるとしてございます。 

 ３番目といたしまして「くるま」、自動車本体でございます。自動車は移動手段でありま

すけれども、安全に人、財物を運ぶことが必要であることから、安全面を最大限維持する

ことが大前提として措かれる。これは先ほどの前提とすることというところから導かれる

ことでございます。また、環境面にも十分配慮すべき、これも前提としたことから導かれ

ることでございます。 

 この２点を踏まえた上で、自動車というのは、個の需要に応じ移動を提供することがで

きるという特性がございます。そういった意味で、利用者に負担が少ない形での移動を提

供できるような乗り物としての方向を目指すべきである。また、自動車を専有することで

享受できる自動車の特性を最大限活用するとともに、仮に専有しなくも満たされるような



 -6- 

あり方についても検討すべきであるとしてございます。 

 以上が基本的方向性でございます。 

 （２）人口減少が与える影響でございます。この後も出てまいりますので、詳細は割愛

いたしますけれども、人口減少が与える影響は大きく、需要面、供給面、供給面というの

は労働力の提供という意味も含めてでございますけれども、人口減少が与える影響は大き

ゅうございます。 

 （３）といたしまして、以上で定めました基本的な方向性を実現するための具体的な方

策としまして、それぞれの柱ごとに具体的な方策を記載してございます。 

 大きく分けまして、①真に必要なサービスのとらえ方、これは、とらえ方というのは、

とらまえ方という意味でございます。２番目といたしまして、６ページになりますが、経

営基盤強化のための方策、３番目といたしまして、７ページの中ほどから始まります、企

業の集約化による経営基盤の強化、４番目といたしまして、８ページの下ほどから始まり

ます、真に必要な旅客ネットワークサービスを提供するに当たっての留意点、５番目とい

たしまして、１０ページの中ごろから始まります、国際的な競争力を視野に入れたものづ

くりの観点、具体的な方策はこの５つの柱に従って進めてまいります。 

 ５ページの冒頭にお戻りいただけますでしょうか。５ページの冒頭から、①真に必要な

サービスのとらえ方ということで、先ほどございました、利用者・消費者の需要を的確に

捉えることが大事である。そういう中でどのようにしていけばいいかと申しますと、公共

交通の利用者にとっては、出発地から目的地までが「ネットワーク」でございますので、

これをつなげていくことが大事である。その場合においては、移動の原因、すなわち生活

における移動ですとか、観光といったものに対して、どういう要求・要望を持っているか

というのを捉えていくことが必要である、こういうふうになってございます。 

 物流におきましても同様でございまして、利用者ニーズを踏まえた効率的なサービスを

適切に提供していくとともに、過疎地等におきましては、事業者と地方公共団体とが連携

するというあり方も大事だろうと、こういうことをうたってございます。 

 ここに事例１、２、３とございます。参考資料２をお開きいただけますでしょうか。各

地域における取組事例集となってございます。それぞれタイトルの左肩に数字を打ってご

ざいますが、これがそれぞれの事例の番号と対応するものでございます。 

 まず、事例の１つ目が宅配事業者による見守り・買い物支援の事例、２つ目が地方公共

団体と連携した高齢者の見守り支援の事例、３つ目が多様なニーズにきめ細かに対応した
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タクシーサービスの事例、それぞれございます。詳細は割愛させていただきますけれども、

それぞれ取り組んでおられる自治体、事業者の名称が右肩に書いてございまして、それぞ

れ概要がございます。例えば高齢者見守りのモデルですとか、あるいは配送の支援、それ

から子供ですとか妊婦の方が持っているさまざまなニーズに応えるタクシーサービス、こ

ういったことを事例として挙げさせていただきました。 

 本文にお戻りいただきまして、５ページの事例の四角囲みの下でございますが、自動車

整備におきましても、真に必要なサービスというのは、やはり利用者、消費者の方のニー

ズを捉えていくことが大事でございますが、特にその整備に関しましては、安全の確保を

図っているというところから、需要の乏しい地域においても整備空白地域を生じさせない

こと、あるいは技術が発展してございますので、サービスが高度化するという点も踏まえ

まして、顧客のニーズを的確に把握してカーライフをトータルにサポートするようなこと

が大事であるということをうたってございます。 

 それぞれ旅客、物流、整備について、真に必要なサービスの捉え方の具体策を出してご

ざいますが、特に旅客ネットワークにつきましては、移動需要の把握方法につきまして詳

しく書いてございます。地域公共交通活性化・再生法の法定協議会のほか、事業者の方が

自主的に住民や利用者の方と一緒に開いておりますモニター会議、ワークショップ、こう

いったものも大事であるといったことをうたってございます。 

 また、そうした会議を形骸化させずに、地域の需要を反映させるために、より地域に根

差した、住民の方に根差した分科会などを開くことも重要であるといったことも書いてご

ざいます。 

 また、それぞれの会議の機能、例えば事業者の方が話し合いをお互いにするといったこ

とも大事でございますので、そういった機能を、こういった会議を活性化することで果た

していくことができる。 

 また、住民の方の意識を高めていくためにも、運行存続基準の設定など、さまざまな工

夫が必要かと思われます。 

 事例４でございますけれども、バスの存続基準を設定し、定期的に見直した事例といた

しまして、先ほどの事例集の４番目、バスの存続基準を設定し、定期的に見直しを実施し

た事例ということで、兵庫県豊岡市の例を挙げてございます。 

 続きまして、②経営基盤強化のための方策でございます。まず、１つ目が就労・定着の

促進、これは特に女性・若者の就労・定着を促進する、こういったものを目指して書いて
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ございます。２つ目が経営の質の向上、３つ目がＩＴの活用促進や新たな設備投資、４つ

目がコンプライアンスの徹底ということでございます。特に就労・定着の促進に関しまし

ては、女性・若者のということで、ライフスタイルに応じた多様な働き方の促進ですとか、

キャリアプランの確立、あるいは人々が持つ自動車関連産業に対するイメージの改革、そ

れから現場レベルの意識改革、こういったことをうたってございます。 

 経営の質の向上、ＩＴの活用促進などは、従来既にうたわれているところでございます

が、より最新の機器への設備投資ですとか、コンプライアンスの徹底、こういうこともう

たわれてございます。 

 ３番目といたしまして、企業の集約化による経営基盤の強化でございますが、上の②で

記載してございますような生産性向上と企業集約化との関係について、まず記載をしてご

ざいます。企業規模を拡大して、経営基盤を強化することによって、こういった生産性向

上の取り組みも容易になります。さらに、そうすることで、経営能力を有して、意欲が高

い経営者が資金、人、設備といった経営資源を使って、さらなる生産性向上の好循環につ

ながるような取り組みをされる、こういったことで企業集約化は望ましいということにな

ってございます。 

 ちなみに、この企業集約化でございますが、念頭に置いているのは第３次産業であるバ

ス、タクシー、トラック、整備、販売のほうでございます。 

 ここで、事例５といたしまして、高知県の事例でございますけれども、高知県交通さん

と土佐電気鉄道グループさん、２社の経営統合の事例というものを、こちらの事例集で挙

げてございます。昨年度行われた事例でございます。 

 Ｂ）集約化を促進する目的・必要性でございます。先ほどありましたけれども、人口減

少による需要の減少、人材不足の深刻化など、集約化による企業規模の拡大というのは喫

緊の課題となっておるところでございます。また、地域によっては、経営者が高齢化して

しまって、人材不足に陥っているということもございますので、こういったことから集約

化を進める必要性があるだろうと記載してございます。 

 ３番目、Ｃ）集約化のメリットでございます。集約化のメリットといたしまして、業務

拡大による顧客ニーズに応じたサービスの提供、また、それによる設備投資や人材育成の

推進、それからコンプライアンスの徹底など、さまざまに集約化のメリットがあらわれる

だろうということでございます。 

 Ｄ）、４つ目といたしまして、集約化を進めるに当たっての留意点でございますけれども、
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これも公共的な役割を担っているという産業の特性に応じまして、地域住民、サービス利

用者、従業員、地方公共団体等の様々なステークホルダーに対する配慮が必要である。具

体的に申し上げると、サービス維持・改善、また、地域とのつながりの維持、従業員への

公平・透明な人事評価など、様々なステークホルダーに対する配慮が必要であるというふ

うにしてございます。 

 Ｅ）、５番目といたしまして、集約化を阻害する要因でございます。集約化がなかなか進

まないというのに当たっては、理由があるということでございますが、集約化のメリット

に対する理解や、集約化に関する情報やノウハウに乏しい。知らないということがまず一

番のハードルではないかというふうに考えられます。 

 一方で、重大事故の発生等があったときに、事業規模を拡大する事業計画の変更を認め

ないというような取扱いにつきましても、こういったリスクを取りづらくなるという指摘

がなされているところでございます。 

 Ｆ）、６番目でございます、集約化に当たっての環境整備ということで、特に行政を中心

とした取り組みをうたってございます。こういった集約化に当たっては、先ほどの留意点

などを配慮しながら、情報やノウハウに乏しい方への理解の促進、普及、啓発ということ

が必要と考えておりますけれども、そのための環境整備といたしまして、集約化の様々な

プラクティスの集積・分析、また、その成果の普及ですとか、あるいは産業一般に関しま

してはさまざまな支援メニューがございますので、その周知の徹底、また、地域における

公的主体との連携による事業再生、あるいは集約化に対する親和性がより高い制度へ見直

すということが必要だろう、こういうことをうたってございます。 

 以上が集約化でございます。 

 ４番目といたしまして、真に必要な旅客ネットワークサービスを提供するに当たっての

留意点ということでございます。旅客ネットワーク、先ほどございましたとおり、利用者、

住民の方のニーズをよく捉まえることということでございましたけれども、さらにそれを

実際の真に必要なサービスに落とし込んでいくに当たっての環境整備、留意点というとこ

ろでございます。 

 まず、１つ目が道路運送法の許可区分である乗合、貸切、乗用それぞれの特性を生かし

て柔軟、適正な車両、運転手の配置によって、適切なサービスを提供する、こういう事例

が既にございますので、これを推進していきたいというふうに考えてございます。車両の

規模ですとか運転免許といった、他の政策との連携を図りながら解決していかなければい
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けないこともございますけれども、この方向は推進されるべきであると考えてございます。 

 ２つ目といたしまして、中間整理でもまとめさせていただきましたけれども、貨客混載

ということでございまして、特定の地域における輸送手段不足を補う方法ということで、

旅客運送と貨物運送のそれぞれを活用していくということでございます。これに関しまし

ては、まず、試行的な運行を通して、車両の仕様・安全ですとか、条件整備について整理

することとしていきたいと考えております。 

 また、道路運送業以外の自動車交通と公共交通の相互補完についても検討していきたい

というふうに考えてございます。 

 ここで、事例の６、７、８とございます。事例６に関しましては、多様なニーズに応じ

てバス車両を柔軟に活用した例ということで、愛知県のあおい交通さんの例を挙げさせて

いただいてございます。事例７といたしまして、地域を越えた広域連携でバスを活用した

事例ということで、沖縄県の琉球バス交通さんと、北海道の宗谷バスさんの取り組みにつ

いてご紹介をしております。事例８といたしまして、バスによる貨物輸送の貨客混載の事

例といたしまして、ヤマト運輸さんと、岩手県北バスさんが北上市～重茂半島で取り組ん

でおられる事例についてご紹介をさせていただいております。 

 Ｂ）といたしまして、旅客ネットワークを補完する手段というところでございますけれ

ども、これは上記で、真に必要なサービスということで形成したネットワークについて、

さらにそれを補完して、よりよいものにしていくという手段をうたってございます。１つ

目が運行管理、運用の管理のシステムについて、コストと実効性のバランスをとりながら

判断していくべきであるということを言っております。 

 ２つ目といたしまして、ネットワークを充実させて、各路線相互間、あるいは路線の停

留所という結節点を活用することが重要であるということで、結節点の重要性についてう

たわせていただいてございます。もちろん大きなターミナルもそうですけれども、バス停

という最も小さな結節点においても重要であるということをうたってございます。 

 事例９といたしまして、バスの待合所を住民交流の拠点として活用した例ということで、

岡山県笠岡市のターミナル、交通交流センターの例を挙げてございます。 

 ページをおめくりいただきまして、旅客ネットワークを補完する手段の３つ目でござい

ますが、情報提供の重要性についてでございます。例えば交通ネットワークの情報と併せ

て、観光や地域の魅力に関する情報を提供するとか、例えば鉄道駅に降り立ったときにい

ろんな情報を得られるといったことが必要であるということをうたってございます。これ
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に関しましては、事例１０、利用促進のための様々な情報提供の事例ということで、長野

県の木曽町の事例を挙げさせていただいております。また、事例１１といたしまして、広

島県のバス協会さんが取り組んでおられるバスの方向幕表示ですとか、路線番号の導入と

いったことについて事例を挙げさせていただいております。こういった情報提供が３つ目

でございます。 

 ４つ目といたしまして、自動車を所有しない人が増えていく中にあって、「最後の一歩」

の移動を補うための手段の重要性というのが重要であろうということで、超小型モビリテ

ィを公共交通と組み合わせるとか、あるいは乗用車やバス等に自転車や車いすを容易に積

み込むということも、「最後の一歩」を補っていく手段であろうというふうに考えてござい

ます。 

 最後、５番目といたしまして、国際的な競争力を視野に入れたものづくりの観点でござ

います。これは先ほどございましたとおり、第２次産業、製造業のところをメーンに考え

ております。 

 １つ目が、多様化、変化している消費者を考慮に入れた自動車ということでございます

が、「若者の車離れ」ということも言われておりますが、若い世代だけではなくて、高齢者

の方、あるいは女性、消費者層がさまざまに多様化して、また、それぞれ個々の中でも消

費性向が変化している。こういう中で、それを捉えられるような研究・開発や製造、また

販売の現場に変化、発展していくことが考えられます。 

 また、機能面も非常に重要でございますが、デザインというのも非常に重要であろうと

いうことで、多様化した消費者層の需要を捉える点からも、デザインを重視することも重

要であるというふうにうたってございます。 

 また、製造・販売に始まって、車は買ってからのほうが当然長いので、実際に使用する

段階における様々な消費者のニーズに応えるべく、自動車整備と製造・販売がよく連携い

たしまして、カーライフをトータルにサポートしていくことも重要であるというふうにう

たってございます。 

 Ｂ）といたしまして、課題先進国としてのイノベーションということでございます。日

本は課題先進国でございますが、このような社会で活用されるような自動車についての研

究開発を行うことが、逆に将来の国際競争力の基盤となる可能性もあるだろう、こういう

ことでございます。 

 Ｃ）といたしまして、ＩＣＴとの関係を考慮した自動車でございます。既にご案内のと
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おり、ＩＣＴとの関連が深まってございますけれども、自動車はそもそも、様々な移動、

個々の需要に対応した移動を広範囲に行うという特性がございますので、ビックデータの

処理、あるいはプローブ機能、プローブ機能というのは探索という言葉でございますけれ

ども、プローブ機能、探索機能を活用することも念頭に置きながら、ＩＣＴの技術の発展

と歩調を合わせて、自動車に応用していくことが考えられます。ＩＣＴは、当然のことな

がらＯＳを含めまして、オープンアーキテクチャー、開かれた技術展開、技術発信という

こととの親和性が高いことから、自動車の情報に関しても、当然安全性の維持・向上を前

提としながらではございますけれども、オープンにすることも考えていくべきであると。 

 また、個室空間という特性もございますので、自動運転技術との相互関係も考慮しなが

らでございますが、移動時間の有効活用を図るような技術、仕様についても検討すべきで

あるとうたってございます。 

 以上が３番目の柱、具体的な方策についての①から⑤についてでございました。 

 以上が具体的な方策でございまして、４番目といたしまして報告書全体のまとめをして

おります。今まで申し上げたことをまとめているところでございますけれども、もう一度、

「豊かな未来社会」というのは、多様性に満ちて、それぞれが交流することによって、よ

り一層その多様性に磨きをかけていくということが重要である、これを目指していくべき

であるということで、このような提言になっております。 

 当然、繰り返しになりますが、安全や環境、まちづくりとの連携といった前提としなけ

ればいけない価値を確保しつつ、人口減少などを乗り越えていくべきである。これは今ま

でもそういった形で、当然事業者の皆様、国民の皆様、努力をしておられたところでござ

いますので、その努力を多としながらも、状況の変化にも対応していきたいということで

ございます。 

 それぞれサービス、産業、自動車本体として対象物を設定して議論をしてきましたけれ

ども、需要の絶対量が減りつつも多様化していくことから、「利用者・消費者のニーズをき

ちんと捕まえること」が、やはり共通する最も重要な原則であろうということで、これは

共通することであると。 

 また、生産人口の減少というのが、サービス提供の制約となることがあってはならない

ということで、経営基盤の強化をより進める必要があり、また、その一つの方策として集

約化について新たな方向性として打ち出したということでございます。 

 「豊かな未来社会」は、当然多様性は重要でございますが、技術の発展によっても実現
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されることは明らかでございますので、技術の発展によって、より豊かな社会をつくって

いくということを期待しておるところでございます。 

 今後は、本提言に基づきまして、行政当局は具体的な施策の立案、その実施スケジュー

ル設定を行うということをしていきたいですし、また、必要があれば個々の施策について

検討をさらに深化すべきというふうに考えておるところでございます。 

 ちょっと長くなりましたけれども、以上で最終報告書（案）のご説明を終わります。 

【山内委員長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、今ご説明いただいた報告書（案）についてご議論願いたいと思います。ご意

見、ご質問、何でも結構でございますので、ご自由に発言願いたいと思います。いかがで

ございましょう、どなたか。どうぞ、篠原委員。 

【篠原委員】  事例集をいろいろたくさんつけて、非常にわかりやすくなって、工夫し

ているので、これは大変いいと思うんです、こういう例。今後もまた取り組みの新しいと

ころが出てきたら、そういうのを追加して、ぜひわかりやすく入れてもらいたいと思いま

す。 

 それから、１０ページの⑤で、国際的な競争力を視野に入れたものづくりの観点、これ

は２次産業のことですけれども、「若者の車離れ」云々ということで、高齢者、女性、消費

者層が多様化し、とあるんですが、もう一つ、性別や年齢の区切りだけじゃなくて、都市

部と地方の差というのもあると思うんです。やっぱり地方では、この間申し上げたように、

１人１台みたいなところもございますので、住んでいる地域によって違うんだということ

を少し表現として盛り込んでおかれたほうが、よりリアルになるんじゃないかなというふ

うに思いました。 

 以上でございます。 

【山内委員長】  ありがとうございます。 

 事務局のほう、何かよろしいですか。ありがとうございます。 

 ほかにご意見。どうぞ。 

【鎌田委員】  東大の鎌田でございます。 

 私、１回目は欠席して、２回目に少し質問したと思うんですけれども、この小委員会の

アウトプットが何なのかというのが結局よくわからないまま最終報告書が出てきたなとい

う印象なんです。豊かな未来社会の姿というのを描くための、ワーキング等で十分議論し

て、それはきれいにまとめられて、いい姿が描けたんですけれども、それをもとに自動車
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行政が何をやるのか、何をやってほしいかというのを、我々小委員会側から国交省側に投

げかける、それが描かれているのかなというふうに思っていたら、それが、最後、これを

もとに行政がいろいろやっていくという、数行しか書かれていなくて、本来、私のイメー

ジだと、描いた社会をもとに、ステークホルダーはいろいろある中で、役割分担というの

がほんとうは整理されて、その中で自動車行政はこの部分を担ってくださいねというのが

投げかけられて、例えば５年後にそれがどこまでできましたかとか、そういうフォローア

ップができるような、そんなイメージを私は個人的に描いていたんですけれども、そうい

うイメージからすると、豊かな未来社会を描いてこうあるべしという提言は非常によく書

けているんですけれども、後の部分がちょっとないなという印象なんです。初回のときに

その辺を議論されて、今回こういうことがメーンだというので決められたんであればそれ

で結構なんですけれども、ちょっとその辺、私の認識とずれちゃっているなというのが気

になったところです。 

【山内委員長】  どうぞ。 

【黒須企画室長】  鎌田先生のご指摘は、確かに第２回目にいただいている、役割分担

というご指摘があったかと思うんです。 

 今回、書き方も含めて、もう少し今日いただいたご意見を捉まえて練っていこうと思い

ますけれども、中に、方向性だけではなくて、もう少し行政がということで書ける部分も

あるかと思いますので、ちょっとそこのところをうまく腑分けできればなと、もう少し表

現を含めてできればというふうに考えて、もう少し今日はご意見をいただければなと思い

ます。 

【鎌田委員】  どう修正するかというのは、何かそういう方針がみんなで共有されてい

て、それに基づいて作業をするんだと思うんですけれども、最終的なアウトプットのイメ

ージが、私だけがちょっとずれているのか、その辺は山内先生はどんな感じでしょうか。 

【山内委員長】  おっしゃるとおり、あれですよね。これはある意味、審議会ですので、

我々の意見があって、それを行政のほうに投げかけてというのが本来の姿だと思いますけ

れども、今回、この報告書の最終案で、出だしのところはグランドデザインの話と、それ

から交通政策基本法の話があって、それを自動車の中でどう具体化していくかという議論

から始まっているので、前々回でしたか、申し上げたように、豊かな社会というのも、そ

れと共有するということが一つ。それから、大前提となる大きな計画がこういうふうに向

いているので、自動車もこういうふうに向きましょうという議論をしてきたというのが実
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態だと思います。その意味で、自動車の中での幾つかのサービスとか、ネットワークとか

という切り口から、こうあるべきだというところまで議論が進んで、具体的にもこういう

ことがあるし、こういう方向でいいんじゃないかというところまでいったというふうに私

は理解しています。それで、おっしゃるとおり、その後、もう少し行政としてこうあるべ

きだというようなところを、これは具体的な話になるのか、あるいは行政としての役割を

明確化するということなのか、その辺のことは少し踏み込んで書いていくのかなと思って

います。 

 今日、最終回ですので、ここで全体についての合意事項というの、難しいんだけれども、

ここに出ている報告書（案）には方向性は出ているわけだから、これについてご議論を今

日いただいて、その中での方向性を守るといいますか、その方向性の中で少し具体的なと

ころまで書いていってもらったらいいんじゃないかと思っています。そのときには、それ

ぞれの委員の方に少しご相談しながら、全体の中であまり踏み出しちゃいけないとは思い

ますけれども、書けるところまでは書いていく、こんなような方向なのかなと思っていま

すけれども、そんな感じでいかがですか。 

【鎌田委員】  はい。 

【山内委員長】  何か言いたそうな、加藤さん、どうぞ。 

【加藤委員】  いろいろぱっと思いついたことを申し上げますと、例えばこの最終報告

書の副題をつけるとしたら何なのかなと考えたら、やはり不明確なのかなと。あるいは豊

かな未来社会に向けた自動車行政の新たな展開と言っているのですが、これは１回目にも、

私、申し上げたと思うんですけれども、１ページ目の１の（１）ですと、最初から、「豊か

な未来社会」というのを目指そうとしているのに、それを描き出すのは困難だから、多様

って考えようという、すごく、もうこの段階で腰が折れているみたいな記述じゃないかな

と思ったんです。こうやって書くんだったら、それも最初に申し上げたと思うんですが、

「国土のグランドデザイン2050」に書いてあることを前提にして、これを自動車行政でど

う展開していくかというふうに書けば、別にここで大上段に「豊かな未来社会」をほんと

うに根源のところからやらなくてもよくて、自動車行政に関係するところとして、どう描

けばいいかというところを書いていけばいいと思ったんですが、いきなりどんと入って、

困難だというのは、やはりちょっと入り方としてどうなのかなと思いました。１の（１）

は、今申し上げたように、グランドデザインを最初にして、それを自動車だったら特にこ

こがどうだというふうに書かれたほうがいいのかなと思いました。 
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 それも含めて、その１個前の目次を見ますと、中身が全く目次立てに出てこないという

のがちょっと問題だと思って、例えば「配慮しなければならないこと」とか「に向けた今

後のあり方」とかというのは、マニュアルみたいな感じでして、むしろ忙しい皆さんに読

んでいただくとしたら、これをやるとか、これを目指すとかという中身がこの目次立てに

入ってこないといけないんじゃないのかなと思っています。特に２なんて、「前提となるこ

と」「配慮すべきこと」「課題解決の考え方」、これを見たら、中身を読まなきゃ意味がわか

らないということなので、そうじゃなくて、配慮すべきことの内容をここに入れてほしい

なと思うんです。そうしたら、ちゃんと書いてあるんですよね、キーワードとしては。た

だ、それでも、私も前回も出られませんでしたし、途中で言わなきゃいけなかったかもし

れないんですけれども、私自身がキーワードとして考えているのは、今ぱっと思ったら、

例えば現場目線であるとか、言いかえるとボトムアップとか、あるいはリアルな交流であ

るとか、ただ交流と言うとＩＣＴでいいんじゃないのという話もあるのでリアルというの

が大事じゃないかとか、豊かさというのもそうだけれども、楽しさだとか、明るさだとか、

そういうことじゃないかなとか、人を大切にしなきゃいけないとか。先日ある原稿にも書

きましたけれども、そういうことが大事じゃないかなと思っているんですけれども、何か

そういうのが出てこないというか、別に私のワードである必要はないんですが、豊かな未

来社会というのを、多様性とか言いながら、結局何がこれからの価値観なのかということ

を端的にあらわすようなキーワードがちょっとこの中にないのかなというのは思っている。 

 それは、もっと言うと３ページです。目指すべき基本的方向性というのが、「サービス」、

自動車関連産業、「くるま」と、また、これ、英語があって、長い単語になっていて、また

「くるま」と平仮名になっていると、これも統一感がないので、もうちょっと統一したほ

うがいいとか、そういう技術的なこともあるんですけれども、ここに人とかというのが全

然出てこない。結局、これはかなりフィジカルなことを考えていて、社会をよくしていく

という、ほんとうのアウトカムのところを見ているのかというところに何か疑いが出てく

るかなというのを思いました。 

 「サービス」、自動車関連産業、「くるま」というのは、そもそも２ページ前の１ページ

の１の（２）の議論の範囲というところ、ここに定義してあるんですけれども、これは議

論の範囲にはなっていなくて、議論の分類です。議論の範囲と言っているんですが、議論

の範囲は書いていないということでもあるんです。議論の範囲というのは何なのかといっ

たら、やはり自動車というものを使って、皆さんが移動することで、世の中をどうよくし
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ていくかということについてだと思うので、それをきちんと書いて、それを具体的にサー

ビスだとか、それを供給する産業だとか、それを運ぶ車だとかというところにブレークダ

ウンするとこうなるというふうに、ここも書かれたほうがいいのかなと思いました。 

 そういうふうにもうちょっとまとめていけば、後ろのほうのそれぞれの個別の施策も、

こういう関連でこれが出てくるとかというふうに、もっと芋づる式に、ああ、それだった

らこれがわかるなというふうになるのかなと思っています。 

 あと、最後、すごく横文字が多いので、トータルにカーライフをサポートするとか、そ

ういうのはちょっとやめたほうがいい。そういうところももうちょっと、移動者とか、生

活とか、そういう観点まで言葉を落とし込んでいないので、そうなっちゃうのかなという

ことをちょっと感じましたということです。 

 とりあえず、以上です。 

【山内委員長】  どうもありがとうございます。 

 分類すると４つぐらいのご指摘かと思うんですけれども、最初のところの１ページ目の

１の（１）のところはおっしゃるとおりで、最初から、困難であると言っちゃうとあれな

んで、少し書き方を気をつけたほうがいい。 

 それから、２番目の目次の話も、これはおっしゃるとおりで、何らかの形でもう少し具

体性を持った目次に直せればいい。 

 それで、３番目と４番目のことが非常に重要で、ある意味で建設的なご指摘だと思って

いるんです。要するに、私の理解で言うと、この全体を通じて、豊かさを求めるための基

本的な視点、通奏低音みたいな、そういうやつをちょっとはっきりさせようぜ、そういう

話と理解していいですか。 

 さっき、例として現場目線だとか、リアルのとか、人を楽しませると、これは加藤さん

がお考えになったような視点であって、それに近いものだと思うんですよね、ここで我々

が求めているのは。なので、この報告書全体を、横串というか、貫くような目線みたいな

ものを少し際立たせるというか、わかってもらうようにするというか。というのは、やっ

ぱり扱っている範囲が広いので、一つの統一感みたいのがないと、理解するほうもいろい

ろ書いてあるなで終わっちゃう感じもするので、その辺のアピール度というのは必要かも

しれないですね。 

 それで、最後におっしゃった一つは、また具体的に少しご指摘いただいて、全体のつな

がりみたいなのとか、論理的な展開とか、その辺はご指摘いただければよろしいかなとい
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うふうに思います。ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【秋池委員】  目が合ってしまいました。 

 私も、これ、誰に読ませるのかということを考えたほうがいいのかという気がいたしま

した。中身は随分いろいろなワーキングも含めて、かなり練ってきているものですので、

それこそカタカナ語が多いと通らない人に読んでもらうのであれば、やっぱりそれは直さ

なければいけないし、比較的この業界に詳しい方なのか、あるいはあまりご存じない方な

のかというところで見ていただければよろしいかなという気がいたしました。 

【山内委員長】  ありがとうございます。個人的にはカタカナは結構嫌いじゃないので、

あれなんですけど…。 

 ほかにいかがですか。 

【篠原委員】  さっき言った、都市と地方の差を入れてほしいという点、返事がなかっ

たですね。 

【黒須企画室長】  山内先生とアイコンタクトしてしまって、すみません。都市と地方、

入れさせていただきます。ほんとうにすっぽり抜けておる視点でございましたので、入れ

させていただきます。 

【篠原委員】  それと、一つの肝は集約化なんだろうと思うんです。これは大事な方向

性だとは思うんですが、あまり強制的にもやれないと。それで、じゃ、どういう書きぶり

がいいのかなと思って見ていると、８ページのＦ）環境整備というところにいろいろ書い

てあるんですけれども、こういうような羅列で集約化が進むのかどうか、何かもう少しイ

ンパクトがないと。こういう環境整備で時間をかけて進んでくれればいいんでしょうが。

親和性の高い制度という言葉が何回も出てくるんだけれども、ちょっとこの辺が僕はもう

一つ腑に落ちてこないんですよね、この流れが。この辺のところはどうなんでしょうかね。

それで集約化はそんなに進まなくてもいいやということならこれでいいと思うんだけれど

も、ほんとうに進めようということならば、もう少し何かインパクトのある打ち出し方は

ないのかなという感じがちょっといたしました。 

【黒須企画室長】  篠原先生の最後のところ、これは当然の前提なんですけれども、集

約化についてはある意味かなり新しい方向性として打ち出しておりまして、これは事業者、

それからあと、周りにいます、例えば金融機関ですとか、こういったところにいろいろ事

情を聞いて、それで実際何が一番効いてくるのかということを、もう少しこの小委員会で
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ご提言をいただいた後、具体的にもっと進めていかなければいけないなと思っております。

ただ、一応ここでまず旗を立てておいて、次に実際の集約化に当たってのキーとなるよう

な、関係者も含めて実情をよく把握して、それで一番効いてくるところを打っていくと、

こういう段取りを考えておりますけれども、この提言を含めて、もう少し強い表現をとい

うことであれば、ぜひご意見等をいただければと。 

【篠原委員】  スケジュール的に何か考えているんですか。いつごろまでに、どれくら

い改善していこうとか。 

【黒須企画室長】  具体的に何年後とかは決めていないですけれども、書いてございま

すとおり、後継者難とか、大分切羽詰まっている業者さんもあるというふうにもお聞きし

ていますので、実情把握の中で、また、タイムスケジュールも決めて、篠原先生ご指摘の

とおり、例えば次に３年後とか、５年後とか何か決めて、ここにはこういう形の制度改正

とか、そういうことをちょっとまた打ち出していきたいなと。 

【篠原委員】  集約化の前に、みんな廃れていくんではしようがないと思うんで、やっ

ぱりそういうスピードも必要だろうし、その辺の兼ね合いを一つ考えていただきたいなと。 

【山内委員長】  集約化のところは、この報告書の中で大きいですよね、インパクトが

ある。 

 それで、今、篠原さんがおっしゃったのと、さっき加藤さんがおっしゃったのは近いと

ころがあって、要するに、ほんとうにどうするのという、その辺のこと、これで、先の政

策だから、具体的には書けないんだけれども、ほんとうにリアルに進めるにはどうしたら

いいかというようなことがにじみ出るようなイメージなのかなと。そうすれば、篠原先生

のご指摘にもお応えできるのかなという感じはしますね。 

 よろしいですか。 

 今日は人数少ないのであれですけれども、いかがですか。先生、いかがですか。 

【酒井委員】  ちょっと待ってください。 

【山内委員長】  あと、村木さんしかいないんだけど。 

【村木委員】  私、今、勘違いしていて、もうちょっと時間を。ちょっと間違えて解釈

していました。 

【山内委員長】  どうぞ。 

【鎌田委員】  もう一点申し上げるとすると、結構この小委員会の後半の議論が、ワー

キングでの議論をもとに展開されてきた感じで、それ以外の部分が、私、車両の専門家な
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んですけれども、車両に関してどこで発言しようかなというところが、結局発言の機会な

く、今日が最終回だというようなところがあって、本来、自動車局さんにもっとしっかり

やってほしいと思うところを、どういう形で言ったらどう盛り込んでいただけるのかなと

いうような話が実は幾つかあります。 

 例えば一つ申し上げると、２０００年にバリアフリー法が制定されて、２０１０年の目

標でノンステップバス３割、それからバスのバリアフリーは１５年でバスが入れかわるか

ら２０１５年に１００％と書いてあったのが、今、もう２０１５年ですけれども、全国全

部合わせると半分なんですよね、バリアフリーは。地方に行くと、バスのステップが高く

てバスが利用できないというお年寄りがたくさんいる中で、もっとその辺のところをしっ

かりやっていただかないと、東京オリンピックとかで東京のほうは浮かれているかもしれ

ませんけれども、地方のほうはそうやってお年寄りが家から出られなくなっているような

ところがたくさんあるんです。だから、そういうようなところをどこかで言いたかったと

いうようなのがあるんです。 

 ですから、補助金なんかのスキームを少し変えて、交通政策基本法の関係で地方自治体

が車を買って、事業者に提供して使わせるというようなスキームはできるんですけれども、

地方公共団体が、お金がない中で、新車が買えないんであれば、中古車がもっと回るよう

な形を組むとか、それに当たってのインセンティブを与えるようなところとか、結構自動

車行政の細かいところでいろいろ言いたいところがあったんですけれども、何か今回の話

って、わりと大きなところの枠組みの議論で、それが中心となってまとめられちゃったな

という、これも感想でございます。 

【山内委員長】  しかし、ご感想とおっしゃいましたけれども、今のは非常に重要なポ

イントのような気がします。ほかとのレベル感の問題はちょっとあるかもわからないけれ

ども、方向性としてそういうことを書くことは可能ではないかというふうに思っています。

特に、ネットワークというか、サービスというか、そのあり方みたいな中で重要で、おそ

らく、鎌田先生、ほかにもご指摘があるんじゃないかというふうに思いますけれども。あ

るいは、それをここで頭出ししていただければ、溶け込めるところは溶け込んでというこ

とになると思いますが、いかがですか。 

【鎌田委員】  じゃ、すみません。もう２つぐらい申し上げると、自動運転、自動走行

の議論は、今別のところでやっていて、きのう中間取りまとめしたところなんですけれど

も、私が期待したいのは、もうちょっとＢＲＴとかガイドウェイバスが軌道法で鉄道のほ
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うに持っていかれちゃっているのを、物理的なガイドじゃなくて、もうちょっと非接触み

たいなもので、自動車の世界に取り戻して、自動車の新たな展開にそういったものがいろ

んな形に展開できないかなというような期待もございます。 

 それから、もう一点申し上げると、超小型モビリティ、最後のほうで開発が進んでいる

というような表現で書かれているんですけれども、いろいろ聞くとなかなかうまくいって

いないのが実情であって、そこを早く、うまく手を打ってほしいなというようなところも

ございます。 

 とりあえず、それだけ申し上げておきます。 

【山内委員長】  今のお話は、ちょっとテークノートしていただいて、取り入れられる

ところは取り入れて。おそらく、皆さん、反対はないと思います。 

 村木さん、どうぞ。 

【村木委員】  私が発言できそうなところはどこかなと思って見ていたんですけれども、

前提条件の２ページのところに、第３に、まちづくりとの連携と書かれているんですが、

この前提がないと後ろが成立しないというのはわかるんですが、この前提がちゃんとでき

ていないと絶対後ろが成立しなくて、最後のまとめのところに、また同じように、まちづ

くりとの連携を前提としなければならない価値を確保しつつとありますが、これは成立す

るために、集約化というのは、会社さんの集約化だけじゃなくて、まち自体の集約化がで

きないと事業が絶対的に成立していかないので、もう少しそこのところを強く書かれるよ

うなことってあってもいいのではないのかなという感じがしました。そうでないと、結果

的に腰が引けた集約化、要は土地の集約化が図られないと、自動車行政、どうしていくか

というのが、うまくいかないじゃないですか。そのあたりがもう少し明確に出ていたほう

がインパクトがあるものになるのではないか、そんなふうに思いました。 

 以上です。 

【山内委員長】  どうぞ。 

【黒須企画室長】  村木先生、ありがとうございます。 

 おっしゃるとおりで、簡単に「コンパクト＋ネットワーク」しか書いていなくて、もう

少しきちんと埋めてというか、前提がどう自動車行政にブリッジしていくのか、もうちょ

っと書き込んでみたいと思います。 

【山内委員長】  ありがとうございます。 

【酒井委員】  このまとめというのは、やはりとてもすばらしいし、これからの豊かな
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未来社会、ただ、それを日々の私たちの現実の、この今の時点のことをいろいろ考えて、

特に安全でいくと、日々、今日も、今も事故が起こっているんだろうというふうに思って

いて、今生活のために苦労しているドライバーなり事業者の人たちが、これを読んで、ど

うしていったときに今の現実とここへ行くつながりのプロセスですね。だからメニューと

してたくさんのすばらしいことが書いてあるんですけれども、やはりどなたかもおっしゃ

っていたんですけれども、少しでもロードマップ的な、こういうふうになっていく、もし

くは自分たちがこう努力していけばこういうところに行き着くというあたりのことを、も

う一つ、なかなか難しいんでしょうけれども、書いていただけると、このことが、言葉が

うまく見つかりませんけれども、絵空事、画餅ではなくて、やはり自分たちにとっての問

題だというふうになるんじゃないかなという感じ方を持っております。 

【山内委員長】  ありがとうございます。このご指摘については、あれですかね。 

【黒須企画室長】  ありがとうございます。第２回の委員会のときに、一回ロードマッ

プ的なことをまとめたんですけれども、ああいった間尺のものを、もう一度最終報告書（案）

の書きぶりとすり合わせて、何かお示しできるようなものがあるか、ちょっと工夫してみ

たいと思います。 

【山内委員長】  ありがとうございます。 

 大体ご意見いただきました。ほかに何か。どうぞ。 

【加藤委員】  私は環境の研究をずっとしてきたのですが、環境の学会とかに行きます

と、交通なんかやめちゃえばいいと言われることがかなりあるわけです。動くこと自体が

環境に悪いんだから、動くのをやめればいい。言いかえると、ＩＴとかにしてしまえば、

例えば、今日、私は東京に来ているわけですけれども、名古屋にいてテレビ会議でやれば

いいじゃないということなんですが、私自身は東京へ来て、こういう場に座らせていただ

いて、緊張しながら話をするということは、非常に私の中で付加価値が高い。皆さんにと

って付加価値はどうかわかりませんけれども、私にとっては高い、やっぱり来る価値はあ

ると思っています。 

 そう考えたときに、人口減少とか書いてありますけれども、これからのいろんな困難の

中で、豊かな未来社会と言っているものを実現するために、自動車というものを用いて動

くことがどれだけそういったことに付加価値を出すことができるかという全体の流れをき

ちんとつくったほうがいいと思っています。そう考えたときに、３ページの「サービス」

ということについて、私が一番ひっかかっていたのは、実はその後の５ページの、真に必
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要なサービスという言葉があって、何回も出てくるんですが、真に必要なサービスって何

なのと思っていて、よくわからない言葉だなと。必要なサービスはまだしも、真にと言わ

れると、じゃ、私が今日、東京へ来ることができることは真に必要なのかというと、さっ

きの話になっちゃう。そうじゃなくて、もっと付加価値という発想に転換して、なくても

何とかなるのかもしれないし、生きていけるのかもしれないけれども、それがあったほう

がすごく豊かになるし、そのことでいい世の中になっていくという付加価値を、自動車、

あるいはシステムというのは出すことができるという、あるいは出せるようにするために

何をしなきゃいけないのかという書きぶりにならないのかなというのを強く思いました。 

 その意味で、さっきまちづくりとの連携と出たんですけれども、私が公共交通の仕事と

かに関わっていると、まちづくりもあるんですが、医療とか、教育とか、福祉とか、そう

いったことがいつも意識されるんですよね。これは交通政策基本計画とかに書いてあった

のかどうかはちょっとわからないんですけれども、実際には動くことによって得られるい

ろんなサービス、そっちがサービスだと思うんですけれども、と、動くことそのものとを

どういうふうにつなげることで、いろんなことを享受できるかという話なので、それがま

ちづくりとの連携ということだけだと何か浅いのかなと。むしろハード的なことだったら

それでもいいかもしれないんですが、それも含めてどういうサービス提供をして、どう付

加価値を出していくかということなのであれば、今の教育だとか、健康、医療関係とかと

いうこととどう結びつけて、全体として社会をどうしていくかというふうになっていない

と、何か交通のところだけ関係なくしゃべっているねというふうに捉えられないのかなと

いうのはちょっと思いました。自分の実感として、いつもそういうことを思っているので、

ちょっと言わせていただいた次第です。 

 以上です。 

【山内委員長】  ありがとうございます。最初のお話は非常に重要ですよね。 

【黒須企画室長】  今の加藤先生のお話は、最初にご発言されたときの、例えばリアル

な交流ですとか、楽しさ、明るさ、人と会う楽しさということを、今、かみ砕いておっし

ゃっていただいたのかなというふうに受けとめさせていただいて、かつ、先ほどの村木先

生のご発言と完全にシンクロしているのかなと思って、まちづくりに、結局、何で人が動

くのというところをもうちょっと書き込まないと、私が冷たい人間だからかもしれないん

ですけれども、すごくドライな書き方になってしまっているんではないかというご指摘か

と思うので、そこは「豊か」というのがこの冠についている小委員会である以上、ちょっ
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とそこを書き込むような工夫をしていきたいと思います。 

【山内委員長】  どうぞ。 

【篠原委員】  この最終報告書は、来年度予算の概算要求に何か使うんですか、使わな

いんですか。 

【黒須企画室長】  全てじゃないですけれども、使っていけるところは使っていきたい

なというふうに考えています。 

【篠原委員】  ということになると、今、村木委員からも加藤委員からもお話があった、

まちづくりのところとの関係ですが、今はやりの地方創生で、まちづくりというのは一つ

のポイントなんですよね。それはしかも地方からどんどんどんどんアイデアを出してもら

って、それにお金をつけていきましょうという流れですよね。国がこういうのをやりなさ

いという話ではなくて、できるだけ自主性を持たせようと、各地域に。もし予算要求をさ

れるならば、地方創世と関係をどういうふうに整理して、どうしていくのか、その辺も、

ちょっとこれだけでは分かりにくい。これだけを切り取るんだったらわかるんですが、地

方創生との絡みをどういうふうにお考えですか、田端さん。これ、局長の判断で。 

【田端局長】  地方創生の観点は、一つ、内閣の中で重要なほんとうのテーマとしてい

ろいろ進められています。であるので、地域において必要な交通、あるいは人の動きとい

うものは、非常に不可欠なキーの要素になるので、当然のことながら密接にかかわるとい

うところです。 

 なので、ちょっとこちらの小委員会の報告の視点の中に、いろいろ地方創生法を含めて、

私どもの役所も地方創生のところで極めて日々密接に関連してやってきているところがあ

ります。 

 ですから、今、篠原先生がおっしゃられたそういう視点、今の内閣の一番重要な課題、

テーマであるので、その視点は今日の報告書の中では、感じられる点が薄いので、その点

もどういう形で、現実にはいろいろ取り組みをしているところがありますから、それをこ

の中にどう敷衍できるかを考えたいと思います。 

【山内委員長】  どうぞ。 

【加藤委員】  関連して、５ページの一番下の段落からの、法定協議会とか、地域公共

交通会議とか書いてあるところが６ページにずっといっていますよね。ちょうど今、生活

交通確保維持改善計画の策定が６月末締切なので、私、毎日、きのうも、明日も、地域公

共交通会議に出続けているんですけれども、ここでの書き方は、そういうところで住民と
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か地域の声が聞けるという書き方になっているんですよね。でも、実際に会議でやってい

るのは、ステークホルダーで話し合って、一体この地域で何が必要かをまさに話し合って、

じゃ、このメンバーで何がつくれるのかというのを考えて、実際に議決して、国とかいろ

んなところからもご支援いただいて、こういう公共交通をつくっていくという、その作業

そのものをやったり、あるいは計画をつくったりしているわけなんですよね。 

 それが、今出てきた地方創生で、それぞれの地域が自分たちが持っているものをうまく

組み合わせて、協働して、地域のニーズに合ったものを創意工夫で実施していく、それを

お互いに競争し合っていくということそのものの実践だと私は勝手に理屈をつけて、いろ

んなところを回っているわけですけれども、そういうイメージというのはこれを読んでも

やっぱり出てこないのかなと。そこで、先ほど私が申し上げたキーワードのボトムアップ

であるとか、あるいは現場目線ということの、それをやはり地方を元気にして全体をうま

く回していくということの一つのエンジンだと思って取り上げていただけるとすごくいい

なと思いました。 

 そうやって思うと、取り組み事例の中でも、協議会をうまく回して、すごく元気になっ

たというのは全国に、ちょうど地域公共交通大臣表彰もきのう出たところですけれども、

ああいうところなんか典型で、やっぱりそういう協議会組織ですごく密な議論をして、結

果としていいものを出したということなので、その中で特に自動車関連で何かいいものを

出したところを例に挙げてみてもいいのかなというのも思った次第です。 

【山内委員長】  どうぞ。 

【酒井委員】  今の加藤さんの発言に触発されるんですけれども、例えばほかの領域で

すよね。人材不足というキーワードを一つとってでも、例えば医療の世界での人材不足に

どういうふうに取り組むかとか、教育の世界でどうするかという、いろいろ手法を含めた、

現場を盛り上げるような手法で、一緒になって現実化していこうというふうにしているん

じゃないかと思うんですけれども、そういう意味で、この報告書があまりにも幅広いため

に、いい事例がたくさんあるんだろうと思うんですけれども、そういうところが、参考資

料として幾つか取り上げていただいていますけれども、もう少しどういうふうにしてとい

うことも含めて書いていただけると、読んだ人たちの元気がもう少し違った意味で出るん

じゃないかなというふうに感じました。 

【山内委員長】  ありがとうございます。ほかにいかがですか。 

 大体ご意見をいただいたかなという感じでございまして、事務局のほうもご対応をお願
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いできればと思いますが。 

【黒須企画室長】  ありがとうございます。 

 豊かな未来社会と銘打っているのに、全然豊かじゃない案をお出しして、大変申しわけ

なく思って、先生方から豊かさをたっぷりいただいたと思います。 

 最後の、酒井先生からもご意見がございましたように、具体的なというところが、わり

あいそういう意味では、ある意味、意図的に抑制的に書いた部分もあるんですけれども、

一方でこちらの今日添付いたしました事例集も含めて、これは最終報告書の中身でござい

ますので、ちょっと全体としての、先ほど秋池先生からもありました、見やすさというか、

読み手のことを考えたというようなことも含めて、もう少し工夫をして、またちょっと、

実会合ではないですけれども、先生方とお諮りしながら、もう少し改定していきたいなと

いうふうに思っております。 

【山内委員長】  ありがとうございます。 

 それでは、ほかに何か。 

【鎌田委員】  先ほど来、村木先生や加藤先生がおっしゃっている、まちづくりとの連

携というところが、ちょっと、私、気になっていて、今、参考資料１でついているやつと

いうのは、まちづくりもハードの都市局的なところだけで、もう少しいろんな、地方創生

とかそういうところのまちづくりというか、まちおこしというか、コミュニティーづくり

というか、そういう活動でうまくやっているところ、あるいはそれと公共交通がリンクし

ているような、そういうようなものを入れておかないと、まちづくりがハードな話だけを

言っているように見えちゃうので、少し工夫していただけたらと思いますけど。 

 地域包括ケアでうまくやっている例とかは、何か探せばあるかなと思うんですけど。 

【山内委員長】  ありがとうございます。この点も少し対応ということで。 

 ほかはよろしいですか。 

 どうもありがとうございました。いろいろご意見いただいたんですけれども、非常に参

考になる、また、建設的なご意見も非常に多かったと思います。その意味では、事務局と、

私、いろいろ協議をさせていただいて、具体的にまた先生方にいろいろご意見を伺うとこ

ろもあると思いますので、その辺もご協力いただいて、まとめていきたいと思います。そ

ういった前提で、基本的に今日で一応会議は終わりですので、最終的な報告（案）につい

ては私のほうにご一任いただきたいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょう

か。どうもありがとうございます。それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 
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 本日の議事は以上でございますので、これをもちまして終了ということにさせていただ

きます。 

 最後に事務局からご連絡等があります。よろしくお願いいたします。 

【広瀬企画室総括】  委員の皆様方、活発なご議論、どうもありがとうございました。 

 先ほど委員長から申し上げましたように、修正した報告（案）につきましては、また改

めて委員の皆様にお送りさせて、お諮りさせていただければと考えております。 

 最後に連絡事項でございますが、本小委員会議事概要につきまして、国交省ホームペー

ジにて公表させていただきます。また、詳細な議事録につきましては、後日、委員の皆様

にご了解いただいた上で公開させていただければと考えております。 

 それでは、以上をもちまして本日の小委員会を終了いたします。これまで６回にわたる

ご議論、まことにありがとうございました。 

【山内委員長】  どうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


